
平成19年度（対18年度実績） 作 成 日事　務　事　業　評　価　表 年 月 日平成 19 5 28

部局名 安全環境部 所属名 環境保全課 所属長名 鶴岡　菊男 電 話 483-1151 内線3210

1．事務事業の位置付け・概要（ＰＬＡＮ）

コード 3675 事務事業名称 環境保全総合事業 短縮コード 経常 臨時3675 3676

予算区分 会計 01 一般会計 款 04 衛生費 01 保健衛生費 目 04 公害対策費

区 分
自治事務

その他

法定受託事務
根拠法令等

八千代市環境基本条例，八千代市公害防止条例，八千代市環境審議会規則，習志野市・八千代市環
境保全連絡会議設置要綱，八千代市モニター制度に関する規則，八千代市環境保全計画推進会議設
置要領，八千代市開発事業指導要綱，八千代市環境保全計画，地球温暖化防止に向けた「八千代市
率先実行計画」

事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）

①昭和４７年３月市民生活において公害等のない明るく豊かな住みよいまちづくりのため，公害等を含む生活環境・自然環境に対する理解を深めてもらうため。②平成
１3年4月6日｢地球温暖化対策に関する法律｣の制定により，地方公共団体において本計画の作成が義務付けられた。③昭和59年印旛沼の水質浄化を推進し，もって印旛沼
周辺地域の環境保全に資するために設置した。④平成11年4月習志野及び八千代市の区域に及ぶ環境への負荷を低減させ，公害の発生を未然に防止し，環境保全対策を効
果的に推進していくことを目的とする。⑤昭和61年度環境の影響に配慮した開発事業が行われるように策定した。⑥平成７年度環境基本法（平成５年）及び千葉県環境
基本条例（平成７年）が制定されたことに伴い，公害防止を中心とした公害防止協定から環境保全を理念に据えた環境保全協定に切り替えた。⑦昭和４７年６月公害対
策基本法（昭和４２年法律第１３２号）第３０条の規定に基づき，八千代市公害防止条例（昭和４７年八千代市条例第２６号）第１１条により市の公害対策に関する基
本的事項を調査審議させる等の為，市長の諮問機関として設置した。平成５年１１月の環境基本法制定に伴い，八千代市環境基本条例（平成１０年八千代市条例第３０

２．事務事業の目的・指標・実績（ＤＯ）

①八千代市の環境の状況，環境の保全に関する施策の実施状況や環境に関するデータ等を取りまとめ、冊子にして発行し，市民等に八千代市の環
境について広く公表する。　②環境推進担当者会議でアンケート調査及びエネルギー等の実態調査，環境保全計画推進会議（1回開催），職員へ
の啓発　③流域の環境調査，自然観察会，水辺の風景画コンクール等を通し環境保全について啓発活動，理事会，課長会議等の開催
④環境保全に関する調査研究及び情報交換　⑤八千代市開発事業指導要綱に基づく開発事業　⑥環境審議会の開催　⑦環境モニターの委嘱状交付
式，太陽光発電システム導入事業所への視察研修

①八千代市の環境（環境白書）発行事業→市民，事業者　②八千代市率先実行計画の策定及び進行管理事業→市職員　③印旛沼環境基金参画事業
→印旛沼の環境
④習志野市・八千代市環境保全連絡会議運営事業→両市の担当職員　⑤八千代市開発指導要綱に基づく環境保全事前協議事業→八千代市開発指導

①環境推進担当者会議（１回開催）におけるエネルギー等の実態調査や職員への啓発，環境保全計画推進会議（1回開催）　②流域の環境調査，
自然観察会，水辺の風景画コンクール等を通し環境保全について啓発活動，理事会，課長会議等の開催　③環境保全に関する調査研究及び情報交
換　④八千代市開発事業指導要綱に基づく開発事業　⑥環境審議会の開催　⑦環境モニターの委嘱状交付式，環境関係施設（ストップおんだん館
）視察研修

①八千代市の環境について理解を深めてもらう。　②エネルギー使用量を削減する。　③八千代市の自然にも深く関わる印旛沼流域の環境改善。
市内の環境保全にとって，有益な情報の取得。
④環境事業担当職員が円滑に事業を進めることができる。　⑤環境保全事前協議により，環境影響に配慮した開発事業が行われるよう指導する。

入力対象外

対象
（誰を何を対象にし
ているのか）

手段
（具体的な事務事業
のやり方、手順、詳
細）

意図
（何を狙っているの
か）

結果
（どんな結果に結び
つけるのか）

区  分

事務事業を取り巻く状況の変化　又、今後の変化の推測 ５本の柱（章）

大項目（節）

中　項　目

小項目（施策）

細　項　目

実 施 計 画 の 
計 画 事 業

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

対象指標

活動指標

成果指標

上位成果指標

・事業開始当初の環境問題は，産業型公害が主であったが，現在は，自
動車の排出ガスによる大気汚染や生活排水による水質汚濁といった日常
の生活に起因する都市生活型公害や，地球温暖化やオゾン層の破壊など
地球的規模のものまで多岐にわたっている。　・環境全般に対する市民
意識の向上。　・今後，ますます多様な環境問題の発生が予想される。

総
合
計
画
の
施
策
体
系

計画事業の位置付けの有無 計 画 事 業 期 間 平成11年4月 平成20年3月～ 計 画 事 業 費

１７年度 １８年度 １９年度

実績 計画 実績 計画
単位

項

03

03

01

01

03

03

02

3302

184,979 185,327 186,650 189,000

1,391 1,374 1,374 1,349

12 12 12 12

0 400 400 400

11 11 11 12

1 1 1 1

0 400 400 400

58,674 55,740 55,740

0 1 1 1

人

人，事業
所数

冊

人

項目，回

日

冊

ｔ

件

安全・環境共生都市をめざして

環境･衛生

環境との共生

 

環境汚染の防止と対策

環境保全活動の支援

公害防止対策の充実

環境学習の推進と人材育成

省エネルギー・新エネルギー調査・研究事業

人口，工場協議会事業所数

市の職員数

市民及び事業所代表者数

発行部数

電気使用量等調査対象項目数，啓発を目的とした説明会回数

環境審議会の開催日数

配付枚数

温室効果ガス総排出量

環境審議会への諮問件数

※平成19年度に計画していること:

※平成18年度に実際に行ったこと:

千円



１７年度 １８年度 １９年度

実績 計画 実績 計画
単位

国

県

地方債

一般財源

その他

財源内訳

千円

千円

千円

千円

千円

主な事業費の内訳

千円

千円ト ー タ ル コ ス ト (A)＋(B)

人件費(B)

環境審議会１２名の報酬費。環
境モニター１６名分と環境保全
計画推進会議委員８名分の謝金
。習志野市・八千代市環境保全
連絡会議負担金等　488,600

環境審議会１２名の報酬費。
環境モニター２０名分と環境
保全計画推進会議委員８名分
の謝金。環境白書４００冊。
習志野市・八千代市環境保全
連絡会議負担金等　８６００
００

環境審議会１１名の報酬費。環
境モニター１６名分と環境保全
計画推進会議委員７名分の謝金
。環境白書４００冊。習志野市
・八千代市環境保全連絡会議負
担金等　７６９６００

環境審議会１２名分報酬費。
環境モニター２０名分と環境
保全計画推進会議委員８名分
の謝金。環境白書４００冊。
習志野市・八千代市環境保全
連絡会議負担金等　９３９０
００

事
業
費

評価
類型

３．事務事業の評価(ＳＥＥ)

評価事項 評価区分 理　　　　　由

結び付いている

結び付くが見直しの余地がある

結びつきが弱い・ない

評価対象外事項

達成している

達成していない

評価対象外事項

可能性はある

可能性はない

評価対象外事項

現状のままでよい

見直す必要がある

評価対象外事項

有効性向上の可能性がある

効率性向上の可能性がある

両方可能性がある

可能性がない

民間委託等

臨時的任用職員等の活用

ＩＴ化等業務プロセスの見直し

受益者負担の見直し

類似事業との統合・役割見直し

上記以外の方法

ある

ない

類似
事務
事業
名称

１

２

①事業目的が上位の施策に結びつ
いているか？

②すでに所期目的を達成している
か？

※「達成している」を選んだ場合、⑥
に進んでください。

③民営化で目的を達成できるか？

※民営化・・・事務事業の全部又は一
部の実施主体を全面的に民間事業者等
に移行すること。

（民間委託は、権限に属する事務事業
等を委託することで、民営化とは異な
る。）

④「対象」・「意図」の設定は現
状のままで良いか？

⑤今後、有効性や効率性を向上さ
せる可能性はあるか？
　可能性がある場合は、⑤－２，
３を記入する。
　可能性がない場合は、理由を記
入する。

⑤－２

　有効性や効率性を向上さ
せる手段は何か？
　該当する手段を選択し、
具体的な方法と得られる効
果を記入する。手段が｢類似
事業との統合・役割見直し｣
である場合は、該当する類
似事業を記入する。

⑤－３
　推進にあたっての課題はあ
るか？(一時的な経費増・市
民の理解等）

(A)

実施主体

実施主体

(所管部署)

(所管部署)

コード 事務事業名称 所属名

目
的
妥
当
性

有
効
性
・
効
率
性

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

517 938 1,297 1,010

0 0 0 0

コード 事務事業名称 環境保全総合事業 所属名 環境保全課

13,783.9 10,038.3 21,831.6 0

14,300.9 10,976.3 23,128.6 1,010

環境汚染の防止と対策及び環境保全活動の支援により、上位施策を達成できる。

目的を達成する為、今後も継続していく。

市民生活の環境に関わることであり，事業活動に直接的な利害関係を有しない者（市）が主導
すべきものと考える。

業務プロセスの見直しなど最善を尽くしている為。

市民生活の環境に関わることであり，事業活動に直接的な利害関係を有しない者（市）が主導
すべきものと考える。

3675



改革・改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止

休止

現状のまま継続

改革改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止

休止

現状のまま継続

⑥この事務事業の今後の方向性を選
択し、その詳細について右欄に記入
する。

⑦この事務事業の今後の経費・成果
の方向性について選択し、右欄に理
由を記載する。

今
後
の
方
向
性

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）
※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など

所
属
長
コ
メ
ン
ト

評
価
調
整
委
員
会
意
見

向　上

不　変

低　下

削　減 不　変 増　加

成
　
果

経　　費

コード 事務事業名称 所属名コード 3675 事務事業名称 環境保全総合事業 所属名 環境保全課

本事業をさらに推進し、成果を得るためには、その基盤となる職員の環境に対する意識の高
揚が必須条件であり、環境に係る情報の伝達や啓発の充実を図っていく必要がある。

本事務事業を全般的に評価すると着実に成果は向上している。しかし、その
一方で低下しているものもある。今後、さらに成果向上を図るためには、複
数の事業を有機的に推進していく必要があり、従前と同程度の経費が見込ま
れる。

・　内容を分かりやすいものにしてもらいたい。　・　産業型公害社会から、環境に配慮したライフスタイルの確立や，循環型社会の構築へと移行させることが，より一
層必要である。　・　実行の主体である行政，事業者及び市民が、それぞれの立場から地球温暖化を主題とする地球的規模の環境問題として，取り組んでいかなければな
らない。

近年の環境問題は，産業型公害・都市生活型公害・生物多様性に係わる自然環境保全及び省エネルギー新エネルギー・地球温暖化等の地球的規模に係わる問題等複雑
多様化してきております。
これらの問題に対応するには，環境行政に対する市民の理解と協力と，さらに市職員の全庁的取り組みが必要であると認識しており，この受け皿をどう実現していく
かが大きな課題であります。

有効性・効率性においての記載がなく，具体策が不明であるが，職員の意識改革は推進すべき。


